別紙様式
代表取締役候補者　応募申込書
	ふりがな
	
	写真貼付欄
・３ヶ月以内に撮影したもの

・上半身、無帽、

　正面向

・縦4 cm×横3.2 cm

	氏名
	
	

	生年月日
	　　年　　月　　日

（令和８年３月３１日現在　満　　　歳）
	

	ふりがな
	

	現住所
連絡先
	〒

　　　　　　　　　　　　　　　　　電話

	現在の勤務先及び役職名
	

	学　歴（高等学校終了時から年代順に記入）

	学校・学部・学科名
	期　間
	卒業・修了・中退の別

	
	～
	

	
	～
	

	
	～
	

	
	
	

	職　歴（会社名、所属部課名、職務内容等を記入）

	勤務先（所在県市名等）
	所属・役職
	職務内容
	期　間

	
	
	
	～

	
	
	
	～

	
	
	
	～

	
	
	
	～

	
	
	
	～

	
	
	
	～

	
	
	
	～

	
	
	
	～

	
	
	
	

	免許・資格

	　　　　　年　　月
	

	
	

	
	

	
	

	


私は、代表取締役候補者に応募します。

なお、私は、実施要領に掲げてある応募資格をすべて満たしており、この申込書の記載事項は、事実に相違ありません。

令和　　年　　月　　日

　　　　　　　　氏名（自署）　　　　　　　　　　　　　　　印

（注）用紙の大きさはＡ４縦長とする。

参考様式

課題レポート
氏名：

	【テーマ】
「当社の今後の役割並びに課題とその対応方針」

	


（注）用紙の大きさはＡ４縦長とする。

「監理対象団体が行う大阪市退職者を対象とする役員及び従業員の採用選考に当たっての留意事項」に係る同意書
　大阪市退職者が役員に採用された場合における次に掲げる事項のすべてについて、採用された大阪市退職者である応募者については退職者指針規程第9条第1項、当該大阪市退職者以外の応募者については同条第2項の規定に基づき、あらかじめ本人である応募者の同意を得ておくこと。なお、同意が得られないときは、応募を受け付けないこと。

(ｱ) 　大阪市退職者が役員に採用されたときは、退職者指針規程第3条第7項の規定による報告として、応募者の個人情報のうち、役員に採用された大阪市退職者にあっては、その氏名、年齢（当該大阪市退職者の役員としての任期の途中に退職者指針規程第5条第1項の規定（同条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。⑸のアにおいて同じ。）による期限が到来する場合に限る。）、大阪市を退職した時の所属及び補職並びに選考過程における評価に関する情報が、当該大阪市退職者以外の応募者にあっては、選考過程における評価に関する情報を特定の個人が識別されないよう加工したものが、それぞれ大阪市に提供されること。

(ｲ) 　大阪市に提供された(ｱ)記載の情報は、条例施行要綱第11条第1号の規定に基づき大阪市により公表されるとともに、退職者指針規程第3条第8項の規定に基づき大阪市外郭団体評価委員会に提供され、同委員会において自団体における大阪市退職者に関する大阪市と自団体との関係の適正性を確保するために必要があると認めるときは、その内容について調査審議されること。

(ｳ)　 (ｱ)記載の情報のほか、大阪市退職者が役員に採用された場合において大阪市が当該大阪市退職者に関する大阪市と自団体との関係の適正性を確保するために必要があると認めるときは、退職者指針規程第8条第4項の規定に基づき、応募者の個人情報である応募書類その他の応募に関する情報及び選考書類その他の選考に関する情報（以下「応募･選考情報」という。）が大阪市に提供され、大阪市外郭団体評価委員会において退職者指針規程第3条第8項の規定による調査審議の一環としての検証に利用されること。

(ｴ) 　大阪市に提供された応募･選考情報のうち役員に採用された大阪市退職者に関するものについては、条例施行要綱第11条第1号の規定に基づき公表されること。

(ｵ)　 大阪市に提供された応募･選考情報のうち役員に採用された大阪市退職者以外の応募者に関するもの（特定の個人が識別されるもの及び特定の個人を識別することはできないが個人の権利利益を害するおそれがあるものを除く。）については、大阪市が自団体における大阪市退職者に関する大阪市と自団体との関係の透明性を確保するために必要と認めるときは、条例施行要綱第11条第2号の規定に基づき大阪市により公表されること。

＊本留意事項は、大阪市退職者以外の応募者にも適用されます

「監理対象団体が行う大阪市退職者を対象とする役員及び従業員の採用選考に当たっての留意事項」２-（１）－クに記載の上記事項につき、同意します
令和　年　月　日
氏名（自署）　　　　　　　　　

監理対象団体が行う大阪市退職者を対象とする役員及び従業員の採用選考に当たっての留意事項


２－(5)　選考基準等の報告に当たっての留意事項


ア　役員に採用した大阪市退職者が当該役員としての任期の途中に退職者指針規程第5条第1項の規定による期限が到来することとなるときは、退職者指針規程第3条第7項の規定に基づく選考の結果の報告として、その旨を報告すること。　


大阪市外郭団体等への関与及び監理事項等に関する条例施行要綱


第11条　総務局長は、監理対象団体における本市退職者に関する本市との関係の透明性を確保するため、毎年度、各監理対象団体の次に掲げる事項を公表しなければならない。


(1)　本市退職者に関する指針の定めるところに従い本市退職者に関し監理対象団体から報告を受けた事項（本市において公表され又は公表することが予定されている事項及び大阪市情報公開条例（平成13年大阪市条例第3号）第7条の規定に照らして公表することが適当でないと合理的に認められる事項を除く。）


(2)　その他本市退職者に関する指針の定めるところに従い監理対象団体から報告を受けた事項であって、当該監理対象団体における本市退職者に関する本市との関係の透明性を確保するために必要と認める事項


大阪市の監理対象団体における大阪市退職者の採用等に関する指針を定める規程


第3条　監理対象団体は、役員及び従業員の採用に際して本市退職者を選考の対象に含めるときは、公募による選考により採用する者を決定するものとする。


7　監理対象団体は、本市退職者を役員に採用したときは、速やかに選考委員会における選考基準、選考の経過及び結果並びに当該本市退職者を役員に採用した理由（当該本市退職者が選考委員会の選考結果と異なる者である場合に限る。）を本市に報告するものとする。この場合において、役員に採用した本市退職者が他の監理対象団体の役員を兼ねることとなるときは、当該他の監理対象団体の役員を兼ねることによって当該監理対象団体の役員としての職務の遂行に支障が生じるおそれがない理由を明らかにするものとする。


8　本市は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を評価委員会に報告するものとする。この場合において、評価委員会は、当該監理対象団体における本市退職者に関する本市との関係の適正性を確保するために必要があると認めるときは、当該報告の内容について調査審議し、意見を述べるものとする。


第5条　監理対象団体は、本市退職者である役員を当該役員が65歳に達する日の属する事業年度に関する定時株主総会、定時社員総会若しくは定時評議員会の終結の時（地方独立行政法人及び大阪市住宅供給公社にあっては、65歳に達する日以後のその任期が満了する日）を超えて在任させないものとする。


3　次に掲げる職員であった本市退職者である役員及び従業員に対する前2項の規定の適用については、これらの規定中「65歳」とあるのは「本市を退職した時に退職に係る定年とされていた年齢に5年を加えた年齢」とする。


　⑴　令和5年3月31日までに本市を退職した職員であって、大学教員など本市を退職した時に退職に係る定年が60歳とされていなかったもの


　⑵　医師及び歯科医師


第8条　監理対象団体は、毎年度、本市の求めに応じて、次に掲げる事項を本市に報告するものとする。


4　前3項に定めるもののほか、監理対象団体は、本市が本市退職者に関する本市と監理対象団体との関係の適正性を確保するために必要があるとして報告を求めたときは、速やかに求められた事項について報告書を作成し、必要に応じて関係書類その他の当該求められた事項に係る事実を証明することができる書面を添付してこれを本市に提出するものとする。


第9条　監理対象団体は、本市退職者である役員及び相談役、顧問等並びに顧問契約等を締結した本市退職者の個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を含む。以下この項において同じ。）が、この規程の規定に基づき本市に提供され、本市において施行要綱第11条の定めるところに従い公表されることについて、あらかじめ、当該個人に関する情報の本人である本市退職者の同意を得る手続をとるものとする。


2　前項に定めるもののほか、監理対象団体は、第3条から前条までに規定する事項を着実に行うために必要な規程の整備その他の措置を講ずるものとする。











